
            環境影響評価（環境アセスメント）に係るお知らせ 

  
                                      平成１５年８月４日 

  

 川崎市環境影響評価に関する条例（平成１１年川崎市条例第４８号）第１９条の規定に基づき、 

「（仮称）黒川はるひ野集合住宅計画」に係る条例環境影響評価準備書の写しの縦覧を次のとお

り 

行います。 

  

１ 指定開発行為者 

  東京都中央区八重洲二丁目３番１３号 

藤和不動産株式会社 

  代表取締役 相 原 孝 雄 

  

  東京都中央区八重洲二丁目３番１３号 

株式会社エス・ディー・マネジメント 

  代表取締役 望 月 和 喜 

  

２ 指定開発行為の名称及び種類 

（１）名 称 

（仮称）黒川はるひ野集合住宅計画 

（２）種 類 

住宅団地の新設（第３種行為） 

  

３ 指定開発行為を実施する区域   

川崎市麻生区黒川（黒川特定土地区画整理事業区域４５街区） 

  

４ 指定開発行為の目的及び内容 

（１）目 的 

共同住宅及び一部商業施設の新設 

（２）内 容 

ア 開発区域面積                １６，５６６．６４㎡ 

イ 土地利用計画 

（ア）計画建物                  ６，９３９．７９㎡ 

  （イ）専用庭                     ５１０．８４㎡ 

  （ウ）駐車場                     １１８．８８㎡ 

  （エ）バイク置き場                   ２９．３３㎡ 

  （オ）緑化地                   ４，６７２．００㎡ 



  （カ）提供公園                    ９９４．００㎡ 

       

  ウ 建築計画 

 （ア）構造                          ＲＣ構造 

 （イ）階数                      地上７階、地下1階 

 （ウ）高さ                        １９．９０ｍ 

 （エ）建築面積                   ６，３２４．２６㎡ 

 （オ）延床面積                  ４１，７８５．０６㎡ 

（３）計画人口（計画戸数） 

   １，０６８人（３５２戸） 

５ 指定開発行為の施行期間 

   着工予定： 平成１５年１２月 

完了予定： 平成１７年３月 

  

６ 条例準備書の写しの縦覧期間、場所及び時間 

（１）期 間 

平成１５年８月４日（月）から平成１５年９月１７日（水）まで 

（２）場 所 

麻生区役所及び本庁（環境局環境評価室） 

（３）時 間 

午前８時３０分から午後５時まで 

ただし、土曜日、日曜日等閉庁日は除きます。 


